
○山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例施行規則 

令和六年四月十七日 

山梨県規則第二十八号 

 

（趣旨） 

第一条 この規則は、山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例（令和六年山梨県

条例第二号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用の許可） 

第二条 条例第七条第一項の許可は、利用券（第一号様式）の交付又はその内容を記録した

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

の提供があったときに行われたものとする。 

（行為の許可） 

第三条 条例第九条第一項の許可を受けようとする者は、行為許可申請書（第二号様式）に、

知事が必要と認める書類を添付して、当該許可に係る行為をしようとする日の十四日前

までに、これを知事に提出しなければならない。 

２ 条例第九条第一項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請

書（第三号様式）に、知事が必要と認める書類を添付して、これを知事に提出しなければ

ならない。 

（利用の制限） 

第四条 服装、装備品その他の事情に照らし、富士山吉田口県有登下山道（以下「登下山道」

という。）を利用しようとする者（山梨県登山の安全の確保に関する条例（平成二十九年

山梨県条例第三十号）第二条各号に掲げる者を除く。次条第二項及び第六条第二項におい

て同じ。）の生命又は身体に危険が生ずるおそれがあると認められるときは、条例第十条

第三号の規定を適用する。 

（通行を禁止する時間帯） 

第五条 条例第十一条第一項第一号の規則で定める時間帯は、午後二時から翌日午前三時

までの間とする。 

２ 登下山道を利用しようとする者で構成された六人以下の団体が条例第十一条第一項の

地点を通行している間に午後二時を経過するに至った場合に当該団体に適用する前項の

時間帯は、同項の規定にかかわらず、同条第一項の地点の通行を終了した時刻から翌日午

前三時までの間とする。 

（通行を禁止する一日当たりの上限の数） 

第六条 条例第十一条第一項第二号の規則で定める一日当たりの上限の数は、四千人とす

る。 

２ 登下山道を利用しようとする者で構成された六人以下の団体が条例第十一条第一項の



地点を通行することにより四千人を超えることとなる場合における前項の上限の数は、

同項の規定にかかわらず、四千人に当該超えることとなる数を加えた数とする。 

（通行を禁止する措置の対象から除かれる者） 

第七条 条例第十一条第二項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

 一 条例第十一条第一項の地点を通行する日に富士山に存する山小屋に宿泊し、又は宿

泊を予定している者（書面の提示その他の方法により宿泊し、又は宿泊を予定している

ことを確認することができる者に限る。） 

 二 前号に掲げる者のほか、これと同程度に登山道の安全管理に支障を及ぼすおそれが

ない者として知事が認めるもの 

（使用料の還付） 

第八条 条例第十三条ただし書の特別な理由は、登下山道の利用の許可を受けた者の責め

に帰すことができない理由により登下山道を利用することができなくなった場合とし、

同条ただし書の規定により還付する使用料の額は、使用料の全額とする。 

２ 条例第十三条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付

申請書（第四号様式）に、知事が必要と認める書類を添付して、同条ただし書の特別の理

由が生じた日から起算して十五日以内に、これを知事に提出しなければならない。 

（使用料の免除） 

第九条 条例第十四条の特別な理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、同条の規

定により免除することができる使用料の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

 一 障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に規定する障害者（次項

において「障害者」という。）及びその介護を行う者が登下山道を利用する場合 使用

料の全額 

 二 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する小学校、中学校、義務

教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。）（以下この号に

おいて「小学校等」という。）の児童又は生徒及び県内に存する小学校等の児童又は生

徒の引率者が、教育課程に基づく教育活動として登下山道を利用する場合（これらの者

が山梨県富士山における登山の適正化に関する条例（令和六年山梨県条例第一号）第四

条に規定する登山者の責務を遵守し、かつ、富士登山のための安全対策を講じていると

認められる場合に限る。） 使用料の全額 

 三 前二号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認める場合 使用料のうち知事が相

当と認める額 

２ 前項第一号又は第二号に該当する場合において、条例第十四条の規定により使用料の

免除を受けようとする者は、前項第一号に該当する場合にあっては障害者であることを

証する書類を、同項第二号に該当する場合にあっては知事が必要と認める書類を、それぞ

れ知事に提示しなければならない。 



３ 第一項第三号に該当する場合において、条例第十四条の規定により使用料の免除を受

けようとする者は、使用料免除申請書（第五号様式）に、知事が必要と認める書類を添付

して、これを知事に提出しなければならない。ただし、知事が特に当該申請書の提出を不

要と認めて別に定める場合に該当するときは、この限りでない。 

（補則） 

第十条 この規則に定めるもののほか、登下山道の管理に関し必要な事項は、知事が別に定

める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和六年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年五月二十日

から施行する。 

（経過措置による利用の許可） 

２ 条例附則第四項の許可は、第二条に規定する電磁的記録の提供があったときに行われ

たものとする。 

 

   附 則（令和七年規則第二号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 


